
じ
ゃ
が
じ
ゃ
が

健
幸
通
信

『介護保険負担限度額認定』の申請はお済みですか？

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

「
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す
」

　

限
度
額
適
用
認
定
証
と
は
、
高
額
な
外
来
診
療
や
入
院
の

際
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示
す
る
と
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
が
一
定
の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

●�

対
象
の
認
定
証

・�

宮
崎
県
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

・�

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

●�

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

・�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

　

有
効
期
限
が
令
和
３
年
７
月
31
日
の
認
定
証
は
、
窓
口
に

て
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

８
月
２
日（
月
）
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す
の
で
、
８
月

中
に
更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
新
し
い
物
を
７
月

ま
で
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
交
付
年
月
日
が
令
和
３
年
６
月
７
日
以
降
の
認

定
証
を
お
持
ち
の
方
に
つ
い
て
は
、
窓
口
に
て
更
新
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。
８
月
２
日（
月
）
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま

す
の
で
、
８
月
中
に
更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●�

申
請
に
必
要
な
物

①
保
険
証

②�

代
理
の
方
の
申
請
の
場
合
は
そ
の
方
の
身
分
証
明
書

串
間
市
国
保
の
特
定
健
診
の
受
診
期
間
を
１
カ
月
延
長
し
ま
す

　

串
間
市
国
保
の
特
定
健
診
の
受
診
期
間
は
、
６
月
１
日

（
火
）
～
11
月
30
日（
火
）
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
当
初
の
お

知
ら
せ
で「
で
き
る
だ
け
８
月
１
日
以
降
の
受
診
」を
お
願
い

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
受
診
期
間
の
終
了
を
１
カ

月
延
長
し
、
12
月
31
日（
金
）ま
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
受
診
券
は
そ
の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

　

健
康
が
気
に
な
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
１
年
に
１
回
の
受
診

チ
ャ
ン
ス
を
お
見
逃
し
な
く
！

※�

受
診
券
は
５
月
下
旬
に
発
送
済
み
で
す
。
お
手
元
に
な
い

場
合
は
再
発
行
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　�

医
療
介
護
課
医
療
保
険
係
☎
72

－

０
３
３
３（
内
線
５
１
３
）

問

を
軽
減
す
る
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
施
設（
介
護
老
人
福
祉
施
設
・
介

護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
な

ど
）
に
入
所
し
た
り
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利

用
し
た
場
合
、
食
費
・
部
屋
代
に
つ
い
て
は
、

本
人
に
よ
る
負
担
が
原
則
で
す
が
、
低
所
得
の

方
に
つ
い
て
は
、
食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
負
担
軽
減
の
適
用
期

間
は
１
年
間
で
、
そ
の
年
の
８
月
１
日
か
ら
翌

年
の
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
７
月
～

８
月
の
間
に
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●�

申
請
者
の
要
件

　

令
和
３
年
８
月
よ
り
申
請
者
の
要
件
が
変
わ

り
ま
し
た
。『
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ

る
か
、
生
活
保
護
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
』と
い

う
要
件
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
年
金
収
入
な
ど

の
額
お
よ
び
預
貯
金
額
の
基
準
が
変
わ
り
ま
し

た
の
で
、
下
記
の
一
覧
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

●�

申
請
に
必
要
な
物

・�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
名
義
の
通
帳
お
よ
び
有

価
証
券
な
ど（
預
貯
金
扱
い
）

・�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
印
鑑

●�

申
請
先

　

医
療
介
護
課
介
護
保
険
係（
市
総
合
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
⑥
番
窓
口
）

※�

８
月
以
降
、
施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

を
利
用
す
る
予
定
が
な
い
方
に
つ
い
て
は
申

請
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
に

な
っ
た
際
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

８
月
以
降
に
利
用
予
定
が
あ
り
、
申
請
が
ま

だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
　�

医
療
介
護
課
介
護
保
険
係
☎
72

－

０
３
３
３

（
内
線
５
１
０
、
５
１
４
）

問

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
は
、
原
則

と
し
て
利
用
料
の
１
～
３

割
を
支
払
い
ま
す
が
、
所

得
の
低
い
方
に
は
、
負
担

利用者
負担段階 対　象　者

負担限度額（日額）

部　屋　代
食　費

施設入所者 ショートステイ
利用者

第1段階
・�世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、老齢福祉年
金を受給されている方

・生活保護などを受給されている方

多床室 0円

300円 300円従来型個室 （特養など） 320円
（老健・療養など） 490円

ユニット型準個室 490円
ユニット型個室 820円

第2段階

・�世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、合計所得金
額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合
計が年間80万円以下の方

・�預貯金額が、単身 650万円、夫婦 1,650 万円以下

多床室 370円

390円 600円従来型個室 （特養など） 420円
（老健・療養など） 490円

ユニット型準個室 490円
ユニット型個室 820円

第3段階①

・�世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、合計所得金
額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合
計が年間80万円を超え120万円以下の方

・�預貯金額が、単身 550万円、夫婦 1,550 万円以下

多床室 370円

650円 1,000円従来型個室 （特養など）� 820円
（老健・療養など） 1,310円

ユニット型準個室 1,310円
ユニット型個室 1,310円

第3段階②

・�世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が市
民税を課税されていない方で、合計所得金額�
と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計

　が年間 120万円を超える方
・�預貯金額が、単身 500万円、夫婦 1,500 万円以下

多床室 370円

1,360円 1,300円従来型個室 （特養など）� 820円
（老健・療養など） 1,310円

ユニット型準個室 1,310円
ユニット型個室 1,310円

第４段階 ・上記以外の方 負担限度額適用なし
※夫婦の預貯金は、施設入所などで世帯を分離している場合も含みます。

串間市民病院�
産婦人科�

河
かわ

崎
さき

 良
よし

和
かず

先生

健康
マメ
知識

　
　

�

妊
娠
中
に
新
型
コ
ロ
ナ�

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と
、�

重
症
化
し
や
す
い
の
で
す
か
？

　
　
　

妊
娠
中
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
し
て
も
、
基
礎
疾
患
を
持
た
な
い

妊
婦
の
場
合
は
、
そ
の
重
症
度
は
同
年

代
の
女
性
と
変
わ
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
妊
娠
後
期
に
感
染
す
る
と
、
早
産
率

が
高
ま
り
、
重
症
化
す
る
妊
婦
が
い
る
こ
と

も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
肥
満
や
高

血
圧
、
糖
尿
病
の
あ
る
妊
婦
や
高
齢
の
妊
婦

は
重
症
化
し
や
す
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

�

胎
児
に
も�

影
響
が
あ
り
ま
す
か
？

　
　
　

胎
児
が
感
染
し
た
と
い
う
報
告
は
あ

り
ま
す
が
、
非
常
に
ま
れ
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
初
期
や
中
期
に
感
染
し
た
場
合
に
、

ウ
イ
ル
ス
が
原
因
で
胎
児
に
先
天
異
常
が
引

き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
　

�

妊
娠
中
や
授
乳
中
ま
た
は�

妊
活
中
で
も
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
で
き
ま
す
か
？

　
　
　

妊
娠
中
、
授
乳
中
、
妊
娠
を
計
画
中

の
方
で
も
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
妊
娠
後
期
に
感
染
し

た
場
合
、
重
症
化
す
る
リ
ス
ク
が
高
く
な
る

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
産
婦
人

科
感
染
症
学
会
お
よ
び
日
本
産
科
婦
人
科
学

会
は
、
特
に
人
口
あ
た
り
の
感
染
者
が
多
い

地
域
の
方
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
医
療
従
事

者
、
保
健
介
護
従
事
者
、
重
症
化
リ
ス
ク
が

高
い
肥
満
や
糖
尿
病
な
ど
基
礎
疾
患
の
あ
る

方
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
接
種
を
考
慮
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
妊
娠
中
の
方
は
、

産
婦
人
科
施
設
な
ど
で
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
集
団
接
種
や
、

産
科
の
な
い
診
療
所
な
ど
で
接
種
す
る
場
合

は
、
接
種
す
る
前
後
１
週
間
以
内
の
妊
婦
健

診
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
妊
娠
を
計
画
中

の
方
に
つ
い
て
は
、
接
種
後
に
長
期
の
避
妊

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
可
能
で
あ
れ
ば
妊

娠
す
る
前
に
接
種
を
受
け
る
よ
う
に
し
、
器

官
形
成
期
で
あ
る
妊
娠
12
週
ま
で
は
、
偶
発

的
な
胎
児
異
常
の
発
生
と
の
識
別
に
混
乱
を

招
く
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
接
種
を
避
け
て
い

た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
現
時

点
で
は
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン（
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク

チ
ン
）
に
催
奇
性
や
胎
児
胎
盤
障
害
を
起
こ

す
と
い
う
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
乳
中
の

女
性
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
特
段
の
懸
念

が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
海
外

で
も
接
種
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

�

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
は�

不
妊
症
や
流
産
の
原
因
に�

な
り
ま
す
か
？

　
　
　

米
国
の
製
薬
会
社
の
元
職
員
が
ブ
ロ

グ
で
発
信
し
た
内
容
が
発
端
と
な
り
、

日
本
で
も
そ
の
よ
う
な「
噂
」
が
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
広
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
科
学

的
な
根
拠
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
の
生
殖
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
完
成

は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
時
点
で
は
胎
児
や

胎
盤
に
対
し
て
毒
性
が
あ
る
と
か
、
不
妊
症

に
な
る
と
い
っ
た
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ１Ａ１Ｑ２Ａ２

Ｑ３Ａ３

Ｑ４Ａ４

妊
娠
と
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
話

\ 今
月のドクター /

●串間市民病院産婦人科�診療日・診療時間
　 月 火 水 木 金 土 /日

午�前 ○ ○ ○ ○ ○ ×

午�後 ○ ○ ○ ○ ○ ×

午前８時半～正午（注：月曜日は午前 10 時開始）
午後２時～午後５時（受付は午後４時まで）
※�急遽、変更となることがありますので、初診または予約外での受診の際はお問い合わせ
ください。

■問い合わせ先＝串間市民病院☎ 72-1234
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